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環の2・一部区間魔止の都市計画提案・正式受理
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提案者:古り|1英夫

回の提案の内

3年前の2011年 12月 外環の2計画道路の内、杉並区善福寺2丁目(約300m)部分

を廃止して欲しいという提案を東京都に提出、その後 2年半に亘り 補正指示の連

続であつたが その対応を続lj O乍年12月 3年掛かって やつと正式受理された。

市計画提案と

311市計画法の第21条の2に 1ま 都市計画の変更についての提案が自由に出来る衛J

度が電意されてぃる。

案に必要な3

一定の面積以上の一団の土地であること(5,000m2以上のこと)

土地所穐者の纂 以上の同意、 それら所穐者の持つ土地面穫も2/3以上の事

都市計画に関する法翁上の基準に適含している事

回のニユースの特

① 道路での提案は東京313初、なおかつ 廃止の

'」

|ま全国でも前Ellがないこと。

② 公の提案箱」度を活用して 道路の廃止を提案し 受理された事。

③ 地権者の79%が外環の2道路を不要と判断したことが提案を強力にしている。

後の展

都は地元自治鉢(今回は杉並区)に意見を聞いたのち遅滞な<この提案に墓寅 都市

計 LT」を定めるか判断する。定める、定めない、どちらにしても この提案は都の都市

計画審議会に掛 |すられ 委員の意見を求められることになる。

この提案の担当部 (敬称軽)

(総含面)都 市整備局……都市づくり政策部……,都市計画課・課長 新丼 一成

担当係長 高橋 将司

(道路面)都 市整備局……都市基盤部……………衛路計画課・課長 佐久間 巧成

外環担当課長 武田 光一

外環担当係長 安西 票博
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都市計画法第21条の2に基づく都市計画の決定又は変更の提案について、東京

都では、提出書類、審査基準、窓 El等を下記のとおりとしましたので、都市計画の提

案をされる皆様はこれを参考に手続をしてください。

都市計画の提案で来庁された方は、都市づくり政策部都市計画課にお越しく

ださい。(第二本庁舎21階北側 ■L03-5321-1111内線 30-243)
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参考:都市計画法 第 21条の 2 “都市計画提案“
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第 17条から第 18条まで及び前 2条の規定は、都市計画の変更 (第 17条、第 18条第 2項及び第 3項並

びに第■9条第 2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。こ
の場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第 17条第 5項宇「当該施行予定者Jと
あるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。                 f

第21条の 2「都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備 し、開発し、又は保全すべき土地の区
域としてふきわしい政令で定める規模以上の一目の土地の区域にっぃて、当該土地の所有権又は建物の所有を
目的 とする対抗要件を備えた地上権若 じ

ド摯軍僚穫 |(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らか
なものを除く。以下「借地権」とを
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〔1人で、又攀数人共同して、都道府県又は市町柑に対し、 区域の整備、霧発及び保全の方
針華びに都市再麗発方針等に鶴するものを除 く61次項を
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る`,同項後段暁 定難、この場合に,いて羅嘉する:
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(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合J_― とるべき措置)       
・

第21条の5 都道府県又は市町村l■、計画提案を藩
=え

た部市計画の決定又:ま変更をすぅ必要がないと判断し
たときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。2 都道府県又は市町村は、前項の通難をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会

・
(当該市

年材に前町浄部機 が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会,に当該計鴎 案に係る都市 ‐

計画の素案を提出してその意見を聰かなければならない。 _

(国土交通大臣の定める都市計画)      :
第 2・2条 2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、圏土交通大臣及び市町村が定めるも

のとする。こめ場合においては、第 15条、第 15条の 2、 第 17条第■項及び第 2項、第 2■ 条第 1項、第
2■ 粂の2第 1項及び第 2項並むに第21条の3中「都道府県」とあり、並びに第 19条第3項から第5項ま
での規定宇

‐「都道府県知事Jと あるのは「国土交通大臣」と、第 17条の2申「都道府県又は市噛 とある
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